


＜早見表＞

世帯全員のそれぞれの年間収入見込みが、非課税相当限度額
（収入額ベース）以下であるため、給付金の対象になります。
＊＊ 給付金の申請手続きについて、おもて面のコールセンターに連絡 ＊＊

家族構成例

単身又は扶養親族が
いない場合

配偶者・扶養親族（計1名）
扶養している場合

配偶者・扶養親族（計2名）
扶養している場合

配偶者・扶養親族（計3名）
扶養している場合

障害者、寡婦、ひとり親、
未成年の場合※

非課税相当限度額
（収入額ベース）

100.0万円以下

156.0万円以下

205.7万円以下

255.7万円以下

204.4万円未満

非課税限度額
（所得額ベース）

45.0万円以下

101.0万円以下

136.0万円以下

171.0万円以下

135.0万円以下

10万円×12月＝120万円≦ 156.0万円
10万円

（例）世帯人数が２人（夫婦）の場合

令和5年１月から8月の
任意の１カ月の給与収入

世帯主(夫) ※世帯員(妻)を扶養

4万円×12月＝ 48万円≦ 100.0万円
4万円

年間収入

年間収入

令和5年１月から8月の
任意の１カ月の給与収入

世帯員(妻)

判定のイメージ（例）
※失業などにより、予期せず家計が急変したことで収入が減少したことが前提です。
※申請時点の世帯全員について判定します。

●上表の非課税相当限度額は、世帯構成により異なります。
●遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。
●収入で要件を満たさない場合は、所得で判定します。
　※未成年とは平成17年1月3日以後に生まれた方

申請期限を過ぎた場合は、給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
給付金は1世帯1回限り、重複受給はできません。
既に千葉市価格高騰重点支援給付金を受給した世帯等は対象外です。！

家計急変世帯の判定基準
世帯全員のそれぞれの年収（所得）見込額（令和5年1月から8月の任意の１か月の収入を12か月換算した額）が、
住民税非課税相当限度額以下であること。（適用される限度額については、下記＜早見表＞をご参照ください。）

いいえ

いいえ

いいえ

現在、千葉市に住民票はありますか？
本給付金の対象になりません。
給付金は各市区町村により異なるため、住民登録のある
市区町村にお問い合わせください。

世帯の中に令和5年度分の住民税均等割が
課税されている方がいますか？

失業などにより、予期せず家計が急変した
ことで収入が減少し、住民税非課税世帯
相当となる見込みですか？
※住民税非課税世帯相当に該当するかどうかは、
下記「判定のイメージ（例）」を参照

本給付金の対象になりません。
その他の千葉市の原油価格・物価高騰対策
情報をご覧いただけます。

令和5年6月1日時点で千葉市に住民登録されている対象
世帯には、市から支給案内（はがき）または確認書を送付
しています。

お手元に届いていない方は、おもて面のコールセンター
までお問い合わせください。

※令和5年1月２日以降に千葉市に転入された方等は、申請が
必要となります。

1

2

3

はい

はい

はい

家計急変世帯を対象とした給付金を受給できる可能性があります。

給付金対象者判定フローチャート
以下は、今回の給付金に該当するかどうか簡易的に判断するためのフローチャートです。

【千葉市HP】


